
四日市市告示第１７２号 

四日市市介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体サービスの実施に関す

る要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和２年３月３１日 

                    四日市市長  森  智 広 

 

四日市市介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体サービスの実施 

に関する要綱の一部を改正する要綱 

四日市市介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体サービスの実施に関す

る要綱（平成２９年四日市市告示第１９９号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正後 改正前 

附  則  附  則  

（施行期日） （施行期日） 

１ （略） １ （略） 

２ この要綱は、第１条から第２７条の

規定を除き、令和５年３月３１日限

り、その効力を失う。 

２ この要綱は、第１条から第２７条の

規定を除き、平成３２年３月３１日限

り、その効力を失う。 



改正後 

別表第２（第２９条関係）  

補助金種別及び補助金額  

１ 補助金種別 ２ 補助金額 

運 営 費 補 助 金

（訪問型サービ

スＢ） 

各月毎に、以下の１から３により算定した金額の合計額とす

る。 

１ 基本額 

第３条第１項に規定する対象者（以下この表において

「対象者」という。）の実利用人数が５人以上（災害その

他特別な理由があると市長が認めた場合は２人以上）の

月について、対象者の１週あたりの平均のべ利用人数に

応じて以下の額を算定する。 

１０人以下    ３４，０００円  

１１人～１５人  ４６，０００円  

１６人以上    ５８，０００円  

２及び３ （略） 

運 営 費 補 助 金

（通所型サービ

スＢ） 

各月毎に、以下の１から５により算定した金額の合計額とす

る。 

１ 基本額 

対象者の実利用人数が５人以上（災害その他特別な理由

があると市長が認めた場合は２人以上）の月について、

１回あたりの平均開所時間に応じて、各表の (ア )欄及び

(イ )欄のいずれの条件も満たす区分のうち、より高額な

区分の額を算定する。  

ア  １回あたりの平均開所時間が４時間未満の場合  

(ア )１週あたり

平均開所日数  

(イ )対象者の１週

あたりの平均  

のべ利用人数  

(ウ )金額  

１日以上  条件なし  ２２，０００円  

２日以上  ６人以上  ３８，０００円  

３日以上  ９人以上  ５４，０００円  

４日以上  １２人以上  ７１，０００円  

５日以上  １５人以上  ８７，０００円  

イ  １回あたりの平均開所時間が４時間以上の場合  



(ア )１週あたり

平均開所日数  

(イ )対象者の１週

あたりの平均  

のべ利用人数  

(ウ )金額  

１日以上  条件なし  ３１，０００円  

２日以上  ６人以上  ５６，０００円  

３日以上  ９人以上  ８１，０００円  

４日以上  １２人以上  １０６，０００

円  

５日以上  １５人以上  １３１，０００

円  

２ （略） 

３ 事業所賃借料・使用料加算 

事業の運営及びサービスの提供に必要な区画を賃借して

いる場合に、その実額を加算する。ただし、その上限額

は、区画の面積が６０㎡以上かつ１日あたりの平均利用

人数がおおむね２０人以上見込まれると市長が認めた場

合は１００，０００円、その他の場合は５０，０００円

とする。 

４及び５ （略） 

開設時初期経費

補助金 

（略） 

 

 

 

改正前 

別表第２（第２９条関係）  

補助金種別及び補助金額  

１ 補助金種別 ２ 補助金額 

運 営 費 補 助 金

（訪問型サービ

スＢ） 

各月毎に、以下の１から３により算定した金額の合計額とす

る。 

１ 基本額 

第３条第１項に規定する対象者（以下この表において

「対象者」という。）の実利用人数が５人以上の月につい

て、対象者の１週あたりの平均のべ利用人数に応じて以

下の額を算定する。 

１０人以下    ３３，０００円  

１１人～１５人  ４４，０００円  



１６人以上    ５５，０００円  

２及び３ （略） 

運 営 費 補 助 金

（通所型サービ

スＢ） 

各月毎に、以下の１から５により算定した金額の合計額とす

る。 

１ 基本額 

対象者の実利用人数が５人以上かつ開所日数が３日以上

の月について、１回あたりの平均開所時間に応じて、各

表の (ア )欄及び (イ )欄のいずれの条件も満たす区分のう

ち、より高額な区分の額を算定する。  

ア  １回あたりの平均開所時間が４時間未満の場合  

(ア )１週あたり

平均開所日数  

(イ )対象者の１週

あたりの平均  

のべ利用人数  

(ウ )金額  

１日以上  条件なし  ２１，０００円  

２日以上  ６人以上  ３６，０００円  

３日以上  ９人以上  ５１，０００円  

４日以上  １２人以上  ６７，０００円  

５日以上  １５人以上  ８２，０００円  

イ  １回あたりの平均開所時間が４時間以上の場合  

(ア )１週あたり

平均開所日数  

(イ )対象者の１週

あたりの平均  

のべ利用人数  

(ウ )金額  

１日以上  条件なし  ２９，０００円  

２日以上  ６人以上  ５２，０００円  

３日以上  ９人以上  ７５，０００円  

４日以上  １２人以上  ９８，０００円  

５日以上  １５人以上  １２１，０００

円  

２ （略） 

３ 事業所賃借料・使用料加算 

事業の運営及びサービスの提供に必要な区画を賃借して

いる場合に、その実額を加算する。ただし、上限額を５

０，０００円とする。 

４及び５ （略） 

開設時初期経費

補助金 

（略） 

 



 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正は令和２

年３月３１日から施行する。 

（健康福祉部高齢福祉課） 


